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◆ 「子ども・子育て会議」（第 64回）が開催される 
 

令和 5 年 2 月 1 日、第 64 回子ども・子育て会議が開催され、本会から森田信司副会長

が出席しました。 

内閣府からは「令和 5 年度における子ども・子育て支援新制度に関する予算案の状況・

令和 5年度当初予算案における公定価格関連事項等」、「こども政策の強化」、厚生労働省か

ら「保育所等における虐待等の不適切な保育への対応等に関する実態調査」、「保育所等に

おける使用済みおむつの処分」についてそれぞれ説明がありました。 

（１）こども政策の強化 

「こども政策の強化」は、岸田内閣総理大臣の年頭の記者会見で掲げた「異次元の少子

化対策」に関して、令和 5年 1月 6日に岸田内閣総理大臣から小倉こども政策担当大臣に

指示があった内容について内閣府から説明がありました。 

こども政策の強化について検討を加速するため、本年 4 月のこども家庭庁の発足を待た

ず、小倉大臣の下で下記 3 つの基本的方向性に沿って検討を進め、3 月末を目途に、具体

的なたたき台をとりまとめることとされています。 

【基本的な方向性】 

1. 児童手当を中心に経済的支援を強化すること。 

2. 学童保育や病児保育を含め、幼児教育や保育サービスの量・質両面からの強化を進め

るとともに、伴走型支援、産後ケア、一時預かりなど、全ての子育て家庭を対象とした

サービスの拡充を進めること。 

3. 働き方改革の推進とそれを支える制度の充実を図ること。女性の就労は確実に増加し
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た。しかし、女性の正規雇用における L 字カーブは是正されておらず、その修正が不可

欠である。その際、育児休業制度の強化も検討すること。 

 検討にあたっては、小倉大臣のもとに関係省庁と連携した体制を組むとともに、学識経

験者、子育て当事者、若者をはじめとする有識者から、広く意見を聞き、大胆に検討を進

めることとし、「こども政策の強化に関する関係府省会議」が組織され、第 1 回が 1 月 19

日に開催されました。 

 同会議で 3 月末を目途にたたき台のとりまとめが行われ、たたき台の内容をふまえ、4

月以降、岸田総理の下で更に検討を深めるとともに、こども家庭庁においてこども政策を

体系的にとりまとめつつ、6 月の骨太方針までに将来的な子ども予算倍増に向けた大枠を

提示するとされています。 

（2）保育所等における使用済みおむつの処分について 

厚生労働省から、令和 5 年 1 月 23 日に発出された事務連絡「保育所等における使用済

みおむつの処分に係る留意事項等について」の説明がありました。 

「認可保育所における使用済みおむつの処分について（調査依頼）」（令和 4 年 10 月 25

日付け厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡）に基づき実施された調査結果を踏まえ、

保育所等において使用済みおむつの処分を行うことを推奨するとされました。 

同調査の結果、多くの自治体がここ数年の間に使用済みおむつの処分を保育所で行うよ

う方針を示していることを踏まえ、以下の周知を行い、自治体の取り組みを後押しすると

しています。事務連絡の詳細は別添資料「１」をご参照ください。 

【自治体への周知事項】 

① 保育士や保護者の負担軽減にもつながることから、保育所等において使用済みおむつ

の処分を行うことを推奨 

② 保育所等における保管スペースの確保や衛生面の管理が課題となる場合等には、保

育環境改善等事業（感染症対策のための改修整備等事業）でおむつの保管用のゴミ箱

の購入等が可能であること 

③ 使用済みおむつの処分の方針にかかわらず、保育所等においては、引き続き便の状態

や回数等を保護者へ伝える等、こどもの健康状態等の共有に配慮をお願いしたいこ

と 

その他、「令和 5年度における子ども・子育て支援新制度に関する予算案の状況・令和 5

年度当初予算案における公定価格関連事項等」は本ニュース No.22-48を、「保育所等にお

ける虐待等の不適切な保育への対応等に関する実態調査」は本ニュース No.22-49 をご参

照ください。 

これらの説明に対して、森田副会長は保協・保育士会共同の緊急セミナーの実施、保育

士会チェックリストを活用した園での取り組み、職員配置基準の改善の要望、おむつの処
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分費用の公定価格への反映の要望、新型コロナウイルス感染症が5類相当となった場合の

保育所・認定こども園等での対応にかかる説明、指導の徹底等について意見を述べまし

た。 

第64回子ども・子育て会議 森田信司副会長 発言要旨 

➢ 虐待等の不適切な保育への対応については、全国保育協議会では 12 月 23 日に全国

保育士会と共同で緊急セミナーをオンラインで開催しました。当会の奥村会長と全

国保育士会の村松会長からのメッセージと全国保育士会が作成した人権擁護のため

のセルフチェックリストを監修いただいた関西大学の山縣文治先生の講義、そして、

このチェックリストの活用法を北野副会長から説明しました。その後はオンデマン

ドにて現在も配信中です。このように我々自身も自らを再点検し、日々の保育に向き

合っております。 

➢ 私の園でも研修受講後にチェックリストを実施しました。そうするとチェックリス

トの 38 ページにある不適切保育の類型にある(２)物事を強要するようなかかわり・

脅迫的な言葉がけ、(３)罰を与える・乱暴なかかわりが少し低い結果となりました。

職員と面談する中で、時間に制約がある、集団で行動する時などに行ってしまいがち

な内容でした。例えば、遠足に行ったときに帰りの電車を待っているときに「トイ

レ」と園児が言い出すと「さっきは行かなかったの」「もう」となっている状況であ

す。私の私見ではありますが、時間に追われ、集団での活動をせざるを得ない保育で

はなく、ゆっくりとした余裕のある子どもを真ん中にした保育を行うには、もっとゆ

とりのある人員が必要だと考えます。 

➢ 保育所等における使用済みオムツの処分を行うことを推奨するとされました。しか

し、調査によると９０パーセント以上が園で廃棄しており、処分費用は園の運営費に

よる負担が一番多くなっています。公定価格は積み上げ方式で積算されているので、

このオムツの処分費用は算定されていません。よって、推奨されるならば、その費用

負担も公定価格でお願いしたいと考えます。 

➢ 最後に新型コロナウイルス感染症が 5 月 8 日には 5 類になると決定されましたが、

保育所・認定こども園等でのマスクの着用方法や感染予防、感染症対応については、

丁寧な説明とご指導をお願いいたします。 

資料等の詳細は、下記ホームページよりご確認ください。 

■ 内閣府トップページ > 内閣府の政策 > 子ども・子育て本部 > 子ども・子育て支援新制度 > 子ども・

子育て会議等 > 子ども・子育て会議 > 子ども・子育て会議（第 64 回） 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_64/index.html 

 

 


